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大阪広域環境施設組合 

施設部 施設管理課 



  

１．総則 
受注者は、大阪広域環境施設組合（以下、発注者という。）が指定する業務を業務委託契約書によ

るほか、この仕様書に基づいて実施するものとする。 
   
２．業務の概要 
夢洲１区に搬入された廃棄物等の埋立処分業務及びその付帯する業務を行う。 
各々の業務概要は次のとおりとし、詳細については業務特記仕様書【別紙 1】に基づく業務計画書を作

成し、業務を実施する。 
（1） 埋立業務 

各焼却工場等から車両により搬入された廃棄物（ごみ焼却残滓・下水道汚泥焼却残滓）
の埋立業務を、本仕様書に基づき行う。 
また、車両により搬入された汚染土壌についても、同様に行う。 

（2） 覆土業務及び搬入路等整備業務 
発注者が別途契約しガット船により搬入・揚陸された覆土用材を、トラックへ積み込み、夢洲

１区内指定仮置場所までの運搬を行う。 
各々の指定場所に仮置きされた覆土用材を使用して、定められた覆土業務及び搬入路等の

整備業務を行う。 
また、別途車両により夢洲 1 区に搬入され、仮置きされた用材（分級灰等）についても同様

に行う。なお、別途車両により搬入される残土（汚染土壌）については、仮置きせず直接覆土
等を実施するので、本組合の指定場所（別途指示）で各作業を行う。 
埋立処分量実績は【別紙 5】を参照。 

（3） 散水業務 
     散水車を使用し処分地内等の散水業務を行う。 
（4） 搬入路等の清掃業務 

搬入路等について、ごみ焼却残滓の散乱・放置がないよう適宜清掃を行うと共に、内水面の
浮きごみについても除去すること。 

（5） 車両等整備業務 
本仕様書に定める整備区分【別紙 4-1】及び【別紙 4-2】に従い、貸与車両及び発注者所有

車両等の整備を行う。 
（6） 夢洲通行車両用タイヤ等洗浄施設清掃及び給水・薬品補充業務 

夢洲通行車両の出口付近に設置されているタイヤ洗浄機給水タンク内の清掃及び水の補給
を行うとともに、大型車用タイヤ洗浄機で使用する薬品を適宜補充する。また大型車用タイヤ洗
浄機から排出される泥等を人力作業により取り除き周辺清掃を行う。取り除いた泥等は貸与車
両等により夢洲 1 区内の指定された場所まで運搬する。また、普通車用小型高圧洗浄機の設
置スペースについても同様に行うこと。 

 
3．契約期間 

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 
 
 
 
 



  

4．稼動計画日数 
244日 

（１） 土・日曜日・祝日は休日とする。 
（２） ４連休以上となる場合は内１日を稼動日に指定することがあるが、その場合は別途協議する。 
（３） 年末（12 月 29 日～31 日）については、内１日を稼働日に指定することがあるが、その場合

は別途協議する。また、年始（1月 1日～3日）は休日とする。 
（４） 計画日数は協議により変更することがある。 

 
5．廃棄物等受入時間 

9：00～16：00（12:00～13:00除く） 
ただし、発注者の都合で受入時間が変更になる場合は、別途協議する。 

 
6．業務実施場所 

北港処分地（夢洲 1区）   大阪市此花区夢洲東 1丁目地先  
 
7．業務詳細 

【別紙 1】業務特記仕様のとおり 
 
8．人員配置基準 
（１） 業務責任者の選任について 

ア． 受注者は、業務責任者を 1 名選任し、書面により発注者に通知すること。雇用関係及び
資格要件が確認できる書類を添付する。なお、業務責任者は入札時に提出した配置予定
技術者調書に記載している者と同一とする。ただし、変更せざるを得ないときには、「入札時
における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領」を準用し、条件に適合する場合
には、変更を認める。 

イ． 業務責任者は、本仕様書に基づく業務計画書を作成し、全ての業務を把握し、発注者と
協議のうえ、業務全体を円滑に進めるよう努めること。 

ウ． 業務責任者は、本契約の履行に関し夢洲１区に常駐し、業務全般に関する総括責任者
となり、業務に伴う公衆災害、労働災害等の発生を防止するため、十分な研修を行うなど
安全管理に万全を期すこと。 

（２） 標準業務人員配置   
【別紙 2】のとおり 

 
9．貸与車両等 

【別紙 3】貸与車両等の主要項目及び運転資格に基づく 
 
10．貸与車両等の取り扱い 
（1） 車両等の貸与期間は本契約と同一とし、無償で貸与する。なお、貸与車両等については、業務

開始当初に発注者と立会いのもと双方確認の上、引き渡す。引渡後には、貸与品借用書を提
出すること。 

（2） 貸与車両等に必要な燃料及び散水・洗車に必要な水、修理場に必要な電気・ガス・水等は発
注者より支給する。 



  

（3） 契約期間終了時には発注者と立会いのもと双方確認し、全ての車両等を正常な状態で発注
者の指定する期日までに返納すること。なお返納の際は、貸与品返納書を提出すること。 

（4） 受注者は貸与車両等を第三者に転貸してはならない。 
（5） 貸与車両等の運転業務にあたっては、「【別紙 2】標準業務人員配置表」及び「【別紙 3】本組

合貸与車両等の主要項目及び運転資格」に基づき、所要の法定資格を有する者を必要数配
置すること。 

（6） 貸与車両等の取り扱いにあたっては細心の注意を払い、維持管理の徹底により故障を未然に防
止するよう努めること。万一、故障が発生した場合、速やかに発注者に報告するとともに、迅速に
修理を実施すること。 

（7） 貸与車両等の不適正な取り扱い（ダンプトラックの過積載等）及び作業管理上の不注意等発
注者の指示に反した取り扱いにより損害を与えた場合の復旧は、受注者の負担とする。 

（8）業務期間内に新規購入などにより、貸与車両の増加あるいは売却等により減となる場合がある。
そのときには、協議を行うこととする。 

（9）貸与期間中であっても、本組合が必要とする場合には、本組合の使用を優先する。 
 

11．夢洲１区で使用する車両・機材・機械器具等の整備区分 
「【別紙 4-1】発注者施設及び貸与車両等の整備区分」及び「【別紙 4-2】発注者所有車両等（貸

与車両等以外）の整備区分」のとおり 
 
12．損害賠償責任 

発注者より貸与する車両等による事故が発生し、対人・対物にかかる賠償が発生した場合は、全て受
注者の責任において処理するとともに、あらかじめリスクに応じた損害賠償保険に加入すること。 

 
13．安全衛生管理 

安全衛生管理については関連法規に従って実施し、安全衛生教育の充実・徹底を図ること。また、環
境保全にも留意すること。なお、安全衛生管理について発注者より報告を求められた場合は、これに応じ
ること。 

 
14．提出書類 
（1） 大阪広域環境施設組合業務委託提出一覧表に記載されている書類を提出すること。様式は

大阪広域環境施設組合ホームページにて入手できる。 
      （http://www.osaka-env-paa.jp/nyusatsu/yoshiki/itaku.html) 
（2） 業務従事者名簿 

受注者は、契約（業者決定）後速やかに必要な法定資格等を記載した業務従事者の名
簿及び免許証等の写しを提出すること。また、これらの内容に変更がある場合も同様とする。 

（3） 業務日報（毎日） 
受注者は、毎日の業務状況について、次のとおり発注者が定める様式により北港事務所職員

に提出し、承認を受けること。なお、帳票類などの印刷に要する費用は受注者が負担すること。 
ア. 廃棄物等処分業務日報 
イ. 機材管理日報 
ウ. 散水業務日報 



  

（4） 業務状況報告書（毎月） 
受注者は、毎日の業務を月報として、次のとおり発注者が定める様式により北港事務所職員

に提出し、承認を受けること。なお、帳票類などの印刷に要する費用は受注者の負担とする。 
ア. 人員・車両等稼動状況表 

（5） 車両等整備状況報告書（随時） 
（6） 業務記録写真 

ア. 受注者は、下記の写真管理基準に基づき毎回の実施状況を、原則としてそれぞれ同じ位
置、同じ方向から撮影すること。 

イ. 業務写真帳は、業務順序に従い整理するものとする。 
ウ. 業務写真は、カラープリントで通常のL判程度とする。ただし、複数部の提出が必要となる
場合は、カラーコピーとすることができる。 

＜写真管理基準＞ 
種 別 撮 影 内 容 撮影頻度 備  考 

業務実施状況 作業状況（処分地） 各月1回  

 (7) 出来高管理関係書類 
ア． 発注者が策定する埋立計画に基づき、埋立計画範囲（周辺含む）の事前測量を行い、

現況平面図（1/2,000）を作成・提出すること。 
イ． 月末毎に埋立場所の平面測量を行い、埋立面積を求め、埋立出来高図（1/2,000）を

作成・提出すること。（翌月 10日迄に提出） 
ウ． 埋立面積求積図（1/500）及び計算書を提出すること。 
エ． 各埋立層の計画範囲を終了した際は、水準測量を実施し、出来高図（@10m）を作

成・提出し、埋立高の出来高状況を報告すること。 
オ. 上記ア～エの他、埋立及び出来高管理に伴う測量業務が生じた場合についても、発注者の

指示に従うこと。 
カ． 本業務に使用する測量機器については、第三者機関の発行する検定証明書（写し）を

提出すること。 
（8） その他 

上記の他に、発注者の指示により提出を求められた場合は、これに応じること。 
 
 
15．その他 
（1） 夢洲 1区の日常業務を含む業務全般については、発注者の指示に従うこと。 
（2） 夢洲地区は、一部通行規制区域となるため、大阪市大阪港湾局が発行する通行許可証が必

要となり、許可証を夢洲地区工事現場出入口で提示し通行すること。なお、通行許可書は発
注者が貸与するが、用途以外で使用してはならない。 

（3） 本業務の連絡用並びに作業員の休憩用に、発注者が所有する詰所棟を無償で貸与する。使
用期間は契約期間と同一とする。 

（4） 詰所棟の使用にあたっては、損傷・故障等をきたさぬよう維持管理に努め、万一損傷故障等が
発生した場合は、発注者に報告するとともに迅速に復旧・修理を行うこと。なお、詰所棟で使用
する光熱水費は受注者の負担とし、別途精算する。また、契約期間終了時には発注者立会い



  

のもと双方確認し、現状に復して返却すること。 
（5） 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義がある場合は質問期間内に指定の方法により

よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付
しない。契約後における仕様書の疑義は、本組合の解釈によるものとする。 

（6） 受注者は、落札決定後速やかに、発注者と詳細な打ち合わせを行うこと。また、現在契約してい
る受注者との引継ぎ事項について、発注者と調整の上、十分な協議を行い、延滞なく、円滑に業
務を引き継ぐこと。 

（7） 本業務中、貸与車両の落水・転落事故その他、人的・物的損害を伴う事故が発生した場合、
発注者の責任によるもの以外は、すべて受注者の責任において処理すること。 

（8） 受注者は本作業に使用する車両等の維持管理を徹底すること。なお、貸与車両等は本業務の
用途以外で使用してはならない。 

（9） 日常業務の実施にあたり、受注者は業務開始前に北港事務所職員と業務内容を調整し、確
認を受けた後実施すること。 

（10） 部分払に関する金額は、契約金額から算定する単価により稼働日数に応じて算定する。なお、
稼働日数等契約内容に変更が生じた場合は、発注者の基準により積算し協議のうえ変更金額
を確定する。 

（11） 受注者は、契約締結後 14 日以内に業務委託料内訳書（以下「内訳書」という。）を作成
し、提出すること。なお、内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（12） 受注者は、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、その他関係法令の規定を守り、善
良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。 

（13） 受注者は、夢洲全体の工事関係者で構成する夢洲工事連絡会議に参加し、隣接工事施工
者と連絡を密にとり、事故防止に努めること。 

（14） 受注者は、本業務を自ら実施し、第三者に委託してはならない。 
（15） 本仕様書に定めのない事項については、大阪広域環境施設組合契約規則及び大阪広域環

境施設組合会計規則に従うものとし、その他は必要に応じて双方協議の上解決する。 
 
16．事業担当及び現場管理事務所 
（１） 事業担当 

〒545-0052 
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号 あべのルシアス 12階 
     大阪広域環境施設組合 施設部 施設管理課 

電話 06－6630－3353 
 
（２） 現場管理事務所 
    〒554-0043 

大阪市此花区夢洲東１丁目地先 
大阪広域環境施設組合 施設部 施設管理課北港事務所 

     電話 06－6467－1101 
 

  



  

コンプライアンスに係る特記仕様書 
 
（条例の遵守） 
第１条 受注者及び受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確
保に関する条例」（平成 27 年条例第５号）（以下「条例」という。）第５条に規定する責務を果たさな
ければならない。 
 
（公益通報等の報告） 
第２条 受注者は、本契約について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、
公益通報の内容を発注者（大阪広域環境施設組合総務部総務課）へ報告しなければならない。 
２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条
例第 11 条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（大阪広域環境
施設組合総務部総務課）へ報告しなければならない。 
 
（調査の協力） 
第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 
 
（公益通報に係る情報の取扱い） 
第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処
理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
 
（発注者の解除権） 
第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規
定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 
 
（不当要求の取扱い） 
第６条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不
適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者（大阪広域環境施設組合総務部総務課）
に報告しなければならない。 
 
※大阪広域環境施設組合総務部総務課 
（連絡先：０６－６６３０－３１８５） 
 

（発注者：大阪広域環境施設組合 受注者：請負者又は受託者） 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

   大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱（平成 26年制定。以下「要綱」という。）

第 2条第 4号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 5号に規定する暴

力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、

資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、要綱第 2条第 8号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、 

暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購 

入契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から要綱第 13条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、この契約に係る本組合監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する 

担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなけれ 

ばならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると 

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本組合に対し前号に規定する報告をしなかっ 

たと認めるときは、大阪広域環境施設組合競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行 

うことがある。 
(5) 受注者は第 3号に定める報告及び届出により、本組合が行う調査並びに警察が行う捜査 

に協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

２ 誓約書の提出について 

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明 

した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこ 

の限りでない。 

 
 

 



  

特 記 仕 様 書 

 
環境対策について 

（府内対策地域における車種規制非適合車の運行規制） 

業務関係車両については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成6年大阪府条例第6号。

以下「本条例」という。）」の趣旨を十分に踏まえて使用すること。 

また、本条例に基づく規制対象自動車については、自動車検査証（車検証）等の写しを作業現場に

整理・保管し、監督員の求めに応じて速やかに提示すること。 

 

【 再委託に係る特記仕様書 】 
 
１ 業務委託契約書（経常型、成果物型、長期継続契約用）第 16条第１項に規定する「主たる部
分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。 
（１）委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 
２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたって
は、発注者の承諾を必要としない。 
３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾
を得なければならない。 
４ 地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入
札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承
諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行
うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方
式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。 
５ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくと
ともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 
なお、再委託の相手方は、大阪広域環境施設組合競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間
中の者、又は大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて
いる者であってはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 【別紙 1】 
業務特記仕様書 

 
１ 埋立業務 
（１） 予定数量  

ごみ焼 却 残 滓 等   82,200t       
 下水汚泥            500t 

（２） 業務要領 
ア．各焼却工場より焼却残滓等を積み込み夢洲１区へ搬入されたダンプトラックを、指定された
埋立区域毎に適切に誘導し荷卸しする。 

イ．荷卸された焼却残滓等は、発注者が策定する埋立計画に基づき、それぞれの指定場所でブ
ルドーザー等を使用して埋立を行う。 

ウ．誘導員は、作業開始前（午前及び午後の作業前）に目視による地盤のクラック発生の有
無を必ず調査するとともに、作業中においても目視による確認を行い落水事故等が発生しない
よう細心の注意を払うこと。 

（３） 業務頻度 
毎日 

（４） 出来高管理 
  業務委託仕様書 14－（7）で必要な業務を実施すること。 

 
２ 覆土業務及び搬入路等整備業務 
（1） 用材搬入予定数量 

・山 土（覆土用）       22,100t 
・鉄鋼スラグ                18,400t 
・残土（汚染土壌）          18,000t（中間覆土用）  
・残土（汚染土壌）           1,800t（埋立処分用） 
・分級灰及びその他             100t（分級灰） 
＊ 残土（汚染土壌）は、別途事業者により本組合が指定する中間覆土場所等まで搬入
される。搬入日程等詳細については別途指示する。 

（2） 業務要領 
ア．ガット船により搬入され、揚陸護岸に積み置かれた山土等を、ダンプトラックに積み替えて、指
定された埋立場所または仮置き場まで運搬する。 

イ．搬入された山土等及び仮置き用材（山土等）を使用して、焼却残滓等飛散防止のため
覆土を行う。また、各埋立層で計画範囲終了時には、中間覆土を実施する。 
なお、残土（汚染土壌）については、受入後即日覆土作業を実施する。 

  ※残土（汚染土壌）受入時に即日覆土作業が実施不可能な場合（覆土場所が確保で
きていない場合等）は、本組合担当者と協議し、即日埋立処分する。 

ウ．搬入され、仮置きされた用材（鉄鋼スラグ・分級灰及びその他）を使用して、廃棄物運搬
車両等が搬入の際に通行する通路等を、ブルドーザー等を使用し整備する。 

 
 



  

（3） 業務頻度 
ア．廃棄物飛散防止用覆土······ 埋立場所毎に週 1回 
イ．中間覆土・搬入路整備 ······· 発注者と協議し、計画的に実施すること。 
ウ．用材搬入予定日数 （※搬入日数は発注者の都合により変更することがある。） 

山土 ····························· 概ね年間 15日 
道路用材 ······················· 概ね年間 14日 
分級灰・残土等 ··············· 別途指示する日 

（４） 業務報告 
ア．搬入された用材については、運搬台数を埋立区域毎に記録し、北港事務所職員に報告す
ること。 

イ．仮置き用材（山土・鉄鋼スラグ・分級灰・その他）等を使用した際は、使用台数を埋立区
域毎に記録し、北港事務所職員に報告すること。 

 
3 散水業務 
（1） 業務要領 

ア．散水車を使用し、処分地内等の散水業務を行う。 
イ．散水に使用する水は、別途指示する給水場所より給水すること。なお、１日の作業終了後
には、散水車を給水場所に配置し、給水装置のタイマーをセットする。（タイマー制御により自
動的に給水を開始し、満水になると電磁弁により自動停止する。） 

ウ．路面状況に応じて散水業務を実施すること。 
エ．本業務で使用する散水車は構内専用車であるため、公道で走行しないこと。 

（2） 業務頻度 
毎日 

     ただし、雨天時や路面が湿潤している日を除く。 
（3） 業務報告 

散水車両ごとに、業務を実施した時間帯、散水量、走行距離を「散水業務日報」に記録し、
北港事務所職員に報告すること。 

 
4 搬入路等の清掃整備業務 
（1） 業務要領 

ア．焼却残滓等の運搬作業に伴う処分地内の清掃を行うこと 
イ．内水面に溜まった浮きごみを除去すること（随時） 
ウ．必要に応じて、搬入路をブルドーザ等で整備すること 

（2） 業務頻度 
清掃：毎日 
整備：協議のうえ定める 

 
5 車両等整備業務 
（1） 業務要領及び業務頻度 

発注者より貸与する車両等（「【別紙 3】貸与車両等の主要項目及び運転資格」のとおり）
及び北港事務所で使用する発注者保有車両等（「【別紙 4-2】発注者所有車両等（貸与車



  

両等以外）の整備区分」のとおり）について、日常点検及び法定に準じた点検、整備等の維持
管理を徹底し、故障を未然に防ぐことに努めること。なお、作業にあたっては、発注者より貸与する
修理場を使用すること。 
ア．整備頻度 
①業 務 前 後 の車 両 等 の点 検・・・・毎日 
②業務終了後の車両等の洗浄・・・・毎日 
③車 両 等 の 修 理・・・・故障発生時 
④法 定 に 準 じ た 点 検・・・・法に定められた期間ごと 
⑤給 油・・・・都度 
※ 給油に際しては、北港処分地内の給油スタンドを使用して、必要に応じて給油を行うこ
と。燃料は発注者より支給する。なお、給油作業は火災防止等、安全管理に細心の注
意を払うこと。 

イ．燃料管理 
燃料の使用については、各機材の稼働状況を適切に把握し給油を行うとともに、燃料使用

量は、厳正かつ正確に管理し、車両等管理日報等により報告すること。 
ウ．整備業務 

貸与車両等及び発注者所有車両等の点検整備及び故障による修理等（整備区分参照）
について、当該業務が安全かつ確実に実施できるよう 2 級自動車整備士（ガソリン、ジーゼル、
自動車シャシのいずれか）・溶接工のそれぞれの有資格者が行うこと。 

（2） 整備区分 
ア．「【別紙 4-1】発注者施設及び貸与車両等の整備区分」及び「【別紙 4-2】発注者所有車
両等（貸与車両等以外）の整備区分」のとおり実施する。 

イ．発注者が支給する物以外の取替部品については、基本的に､受注者の責任で購入すること
とするが、詳細については、「【別紙 4-3】受注者の車両等整備用部品購入について」のとおりと
する。 

ウ．メーカー修理が必要な場合は、発注者が実施する。 
エ．車両整備で使用する工具、整備機械は発注者が支給する物以外は受注者の負担で用意
すること。 

（３） 整備状況の確認について 
車両、機材等の整備状況について、毎月 1回月報により報告すること。 
なお、月報に基づき発注者が点検を実施することがあるので、その場合は立会いに応じること。 

 
6 夢洲通行車両用タイヤ等洗浄施設清掃及び給水・薬品補充業務 
（1） 業務要領 

ア．夢洲通行車両の出口付近に設置されている大型車用タイヤ洗浄機及び小型高圧洗浄機
の給水タンク内の水を、発注者が貸与する散水車を使用して補給する。また、タンク内に藻類
等が発生する場合があるので、適時清掃を行う。 

イ．大型車用タイヤ洗浄機で使用する薬品（清澄剤）の残量を確認し、適宜補充する。なお、
補充する薬品については発注者より支給する。 

ウ．大型車用タイヤ洗浄機から排出される泥等を人力作業により取り除き清掃する。なお、取り
除いた泥等を貸与車両を使用し夢洲 1 区内の指定された場所まで運搬する。また、小型高



  

圧洗浄機の設置スペースについても同様に行うこと。 
 

（2） 業務頻度 
毎日 

（3） 業務にあたっての注意事項 
ア．業務頻度の増減による清算は行わない。 
イ．本業務で使用する車両等の使用については、発注者の指示に従い行うこと。 
ウ．タイヤ洗浄施設周辺は、夢洲搬入車両等の出入口付近であり、他の車両等が常時通行す
る場所なので、十分な安全管理を行い実施すること。 

（4） 報告業務 
給水タンクへの給水量については、「3 散水業務」で使用する「散水業務日報」に記録し、発

注者に報告すること。 
 
 
 
 
  



  

【別紙 2】 
 

標準業務人員配置表 
 

作業項目 業種 人 数 

業務責任者 
 

総括責任者 1名 

用材等運搬業務 
整備作業（車両等整備業務の一部） 
散水業務 
タイヤ洗浄施設給水及び運搬業務 

大型ダンプトラック運転手 2名 

廃棄物埋立（造成）業務 
覆土・搬入路等整備業務 
場内清掃業務 

ブルドーザー運転手 
ホイールローダ運転手 
バックホウ運転手 

2名 

埋立業務等ダンプトラック誘導 ※ 
ブルドーザー誘導 
タイヤ洗浄施設清掃及び薬品補充業務 
浮きごみ除去 

誘導員 
普通作業員 

2名 

車両等整備業務 車両等整備員 1名 

（１） 上記の人員配置表は、業務項目毎に発注者が必要と考える１日当たりの平均標準人員を示
したものであるが、実際の業務に当たっては業務計画に従い、受注者が人員を配置すること。 

（２） 受注者は業務計画を元に業務内容を考慮し、互いに業務を兼務、補完する等効率的な人員
配置となるよう計画すること。 

（３） 受注者は業務に支障を来たすことのないよう業務人員を確保するとともに、発注者の都合により
業務内容に変更が生じた場合にも、適切に対処できるよう業務人員を配置すること。 

※  埋立地誘導員は、作業開始前（午前及び午後の作業前）に目視による地盤のクラック発生の有
無を必ず調査するとともに、作業中においても目視による確認を行い落水事故等が発生しないよう
最善の注意を払うこと。 



  

【別紙 3】 
貸与車両等の主要項目及び運転資格 

 
1．大型ダンプトラック 2台 
（1） シャーシ型式 

いすず 2PG-CXZ77CT 
（2） 荷台容量 5.9㎥、最大積載量 10,000kg 
（3） 運転資格  第一種大型自動車免許 

 
2．ブルドーザー（湿地用） 2台 
（1） 運転質量 20ｔ級 
（2） 機種   コマツ D65PX-15 キャタピラーウエストジャパン D6TLGP-T4F 
（3） 運転資格 第一種大型特殊自動車免許 

車輌系建設機械運転技能講習 
 
3．バックホウ 2台 
（１） 機種  コマツ PC200-10   その他 
（２） 運転資格  第一種大型特殊自動車免許 

車輌系建設機械運転技能講習 
 
4．ホイールローダ 2台 
（１） 機種   コマツ WA380－8  その他 
（２） 運転資格 第一種大型特殊自動車免許 

車輌系建設機械運転技能講習 
 
5．散水車                1台 
（1） タンク容量 10kl 
（2） 運転資格 第一種大型自動車免許 

 
6．軽自動車（ダンプ）       1台 
  （1） 運転資格 普通自動車免許 
 
 
7．詰所棟 
（１） 構造 

鉄骨、鉄筋コンクリート造 3階建、建築面積 615㎥ 
（２） 詰所・事務所等 

［1Ｆ］80㎡ ［2Ｆ］150㎡ ［3Ｆ］150㎡ 
（３） 修理場（445㎡、タイヤ置場 30㎡、パンク修理場 60㎡） 

ホイスト式天井クレーン（定格荷重 2.8ｔ、揚程 12ｍ）設置 
（４） 諸設備 

給排水、空調、電気、ガス、衛生等の各設備 



  

【別紙 4-1】 
発注者施設及び貸与車両等の整備区分 

 
1．車両及び車輌系建設機械 

大型ダンプトラック 2台、ブルドーザー 2台、バックホウ 2台、 
ホイールローダ 2台、散水車 1台 軽自動車（ダンプ）1台 

 
 

発注者負担 
（1） 支給品 

タイヤ、油脂類、その他、発注者が支給する部品等 
（2） メーカーが実施する法定定期点検 

（特定自主検査）年１回 
ブルドーザー、バックホウ、ホイールローダ 

（3） 重大な故障（受注者責任分は除く） 
メーカー修理によるもので、事前に発注者の承認を得たものについて、発注者が負担する。 
○ダンプトラック 
エンジンオーバーホール 

○ブルドーザー等 
エンジンオーバーホール 
シュウ ラグ付け加修 

 
 

受注者負担 
（1） 維持管理 

ア．日常点検、法令に基づく月例点検、洗車 
イ．油脂類の給脂・取替 
ウ．ワイヤ・フィルター等消耗部品の取替 
エ．タイヤ交換 

（2） 故障修理 
事前に発注者の承認を得たメーカー修理以外の修理（溶接・塗装含む） 

（3） 法定に準じた点検 
発注者の指示する車両等について法定に準じた点検を実施すること。 

（4） 必要機材等 
発注者支給品以外の修理用機器、工具等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2．その他機材等 
洗車機、コンプレッサー、溶接機、工作機械他 

 
発注者負担 
（1） 支給品 

油脂類 
（2） 重大な故障（受注者責任分は除く） 

メーカー修理によるもので、事前に発注者の承認を得たものについて、発注者が負担する。 
 

受注者負担 
（1） 維持管理 

日常点検・手入れ 
（2） 故障修理 

事前に発注者の承認を得たメーカー修理以外の修理（溶接・塗装含む） 
 
 
3．詰所棟 

発注者負担 
（1） 総括管理 

建築構造物（杭・桁等）及び諸設備主幹部等の重大な損傷・故障修理（受注者の
責任分は除く） 

（2） 光熱水費 
修理場での作業に必要な光熱水費 

 
受注者負担 
（1） ホイスト式天井クレーン・クレーンの定期点検整備 
（2） 発注者分を除く、建築物及び諸設備の管理全般、並びに損傷・故障修理 
（3） 電球、ドアノブ等消耗品の取替 
（4） 修理場以外で使用する光熱水費は受注者の負担とし、委託料より清算する。 
（5） 詰所で使用する備品類等 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

【別紙 4-2】 
発注者所有車両等（貸与車両等以外）の整備区分 

 
○主な発注者所有機材 
輸送車 2台 

 
発 注 者 負 担 

（1） 支給品 
タイヤ、油脂類、その他、発注者が支給する部品等 

（2） メーカーが実施する法定定期点検 
（3） 重大な故障（受注者責任分は除く） 

メーカー修理によるもので、事前に発注者の承認を得たものについて、発注者が負担する。 
○エンジンオーバーホール 

 
受 注 者 負 担 

（1） 維持管理 
ア．油脂類の給脂・取替 
イ．フィルター等消耗部品の取替 
ウ．タイヤ交換 

（2） 故障修理 
事前に発注者の承認を得たメーカー修理以外の修理（溶接・塗装含む） 

（3） 法定に準じた点検 
発注者の指示する車両等について法定に準じた点検を実施すること。 

（4） 必要機材等 
発注者支給品以外の修理用機器、工具等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

【別紙 4-3】 
 

受注者の車両等整備用部品購入について 
 
本業務遂行上必要な車両整備業務を実施するにあたり、発注者支給品以外で必要な部品の購入に

ついては、次のとおりとする。 
 
1．購入までの手続 
  修繕等を行ううえで部品等が必要となった場合、「業務打合せ書」に、①故障車種、②故障内容、③
必要購入部品を記載し、2社以上から徴収した見積書（FAX可）を添付し、発注者に提出する。 

  発注者が購入を承諾したものについて、最も安価な見積を提出した業者より購入すること。 
 
2．納品 
  納品完了後は、納品書を発注者に提出し、検品を受けること。 
 
3．報告 

部品等の購入状況について、毎月 1回月報により報告すること。 
なお、月報に基づき発注者が点検を実施することがあるので、その場合は立会いに応じること。 

 
4．部品等購入経費 
  部品等購入経費については、委託料に車両整備費として組み込むこととし、790,000 円（税抜）を計
上している。 

  なお、部品等購入経費は、契約変更により清算する。 
  



（単位：トン）

台数 処分量 台数 処分量 台数 日数 日数 日数 搬入量 日量平均

４月 20 1,004 10,516 0 0 0 0 0 15 10,189 679

５月 21 1,352 14,190 0 0 0 0 0 0 0 0

６月 21 831 8,891 0 0 0 0 0 5 2,182 436

７月 21 942 9,955 0 0 0 0 0 0 0 0

８月 23 730 7,742 0 0 0 7 0 0 0 0

９月 18 672 7,059 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 22 952 9,974 0 0 0 0 6 0 0 0

11月 21 1,190 12,203 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 20 1,513 15,786 0 0 0 0 0 0 0 0

１月 19 1,384 14,446 0 0 0 0 0 0 0

２月 19 1,011 10,518 0 0 0 0 7 9 1,382 154

３月 20 1,186 12,291 0 0 0 0 0 2 191 96

計 245 12,767 133,571 0 0 0 7 13 31 13,945 450

○ 基本的な物別搬入スケジュールは業務特記仕様書のとおり

○ 上記の日量平均は、物別に受入量を受入日数で割り戻した量である。

○ 総合計の日量平均は、総量を北港処分地の稼働日で割り戻した量である。
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【別紙 ５】
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共通指定様式【経常型･単価契約･長期契約】

番号 書　　類　　名
提出
部数

提  出　期　限 摘　　　　　　要 様 式

1 業務着手通知書 １ 契約締結後遅滞なく 様式-１

2 業務工程表 １ 契約締結後14日以内

業務委託契約書第4条第1項による。

様式-２

3 業務責任者通知書 １ 契約締結後遅滞なく

業務委託契約書第19条第1項による。

様式-３

4 業務責任者変更通知書 １ 変更後遅滞なく

業務委託契約書第19条第1項による。
変更が生じた場合に、変更理由を記入のうえ提
出する。

様式-４

5
業務責任者経歴書
(当初・変更)

１ 契約締結後遅滞なく

仕様書に定めがある場合に提出する。
該当する本人が記入のうえ提出する。
変更の場合は、変更後遅滞なく。

様式-５

6
「受注者に所属することを証
する書面」届出書
(当初･変更)

１ 契約締結後遅滞なく

健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知
書等により雇用関係が確認できるものの写しを
添付する。
変更の場合は、変更後遅滞なく。

様式-13

7 職務分担表 １ 契約締結後遅滞なく

仕様書に定めがある場合に提出する。

様式-14

8 内訳明細書 1 監督職員の指示による

仕様書に定めがある場合又は監督職員より指示
がある場合
※監督職員が指定する様式により作成

※

9 再委託承諾申請書 １
業務の一部を再委託さ
せようとするとき

【共通】
業務委託契約書第16条による。 様式-16

10 再委託業者通知書 １
再委託業者契約締結後
遅滞なく

【共通】
業務委託契約書第16条による。 様式-17

11 業務計画書 １ 契約締結後15日以内

業務計画書の記載内容については、事前に監督
員と協議し、承諾を得ること。打合せ時に要す
る部数を別途用意すること。

様式-18

12 業務打合せ書 １ 打合せの都度
業務委託契約書第3条による。
発注者と受託者の間で指示等及び協議の内容を
とりかわす書面。

様式-19

13 貸与品借用書 １ 引渡日から7日以内

業務委託契約書第22条第2項による。

様式-22

14 貸与品返納書 １ 貸与品返納日

業務委託契約書第22条第4項による。

様式-23

15 事故報告書 １ 事故発生後速やかに

業務委託契約書第5条第1項による。
業務履行中に事故が発生した場合には、直ちに
監督員に通報するとともに、事故報告書を提出
する。

様式-24

16 履行期間延長請求書 １
延長の必要が生じた場
合。ただし、完成期限
14日以前

業務委託契約書第28条による。

様式-25

17 部分払(第 回中間)検査願 １ 出来高基準年月日以降

業務委託契約書第39条第1項に基づき検査を希
望する場合。 様式-29

18 業務完了通知書 １ 業務完了の日

業務委託契約書第36条第1項による。

様式-31

19 業務成果引渡書 １ 引渡しの日

業務委託契約書第36条第4項に基づき引渡しを
行うとき。(※検査合格日) 様式-32

20
業務委託検査指示事項
処置確認書

１ 処置完了後速やかに

検査で処置等の指示を受けた場合に作成し提出
する 様式-34

21 請求書 １ 検査合格後速やかに

業務委託契約書第38条第1項及び第39条第5項に
基づき請求する場合。 様式-35

大阪広域環境施設組合業務委託提出書類一覧表【共通指定様式】

◎提出期限については、特記仕様書等に定めがある場合を除き、土曜日・日曜日・祝日を含む。

【経常型（契約の目的が行為の給付であるもの）･単価契約･長期継続契約】 （令和元年10月１日 改正）



費　　目 業　　種 種　　別 数量 単位 単価 金額 摘要

委託価格 北港処分地廃棄物等埋立処分業務 244 日

直接業務費計

共通仮設費 1 式

純委託費

現場管理費 1 式

車両整備経費 1 式

委託原価

一般管理費 1 式

計

消費税及び地方消費額額

委託費総額

明 細 書


